
7 広報とちぎ　１月号 ２０１８（平成３０）年１月１日　発行お知らせ

栃
木
市
消
防
団
再
編
計
画
に

関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
（
意
見
募
集
）

　
人
口
減
少
や
社
会
情
勢
等
に

よ
り
、
本
市
消
防
団
に
お
い
て

も
消
防
団
員
の
確
保
が
困
難
に

な
り
つ
つ
あ
る
な
か
、
消
防
団

組
織
を
再
編
し
、
迅
速
で
効
率

的
な
災
害
対
応
を
行
う
た
め
、

「
栃
木
市
消
防
団
再
編
計
画
」

の
案
を
と
り
ま
と
め
ま
し
た
。

こ
の
案
に
対
す
る
皆
さ
ん
の
ご

意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在

学
の
方
／
市
内
に
事
業
所
等
を

有
す
る
個
人
、
法
人
等
／
市
税

の
納
税
義
務
者
／
本
市
施
策
に

利
害
関
係
を
有
す
る
方

募
集
期
間　

１
月
19
日
（
金
）

ま
で
（
必
着
）

閲
覧
場
所　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、市
消
防
本
部
消
防
総
務
課
、

市
情
報
セ
ン
タ
ー
（
市
役
所
本

庁
舎
４
階
）、
各
総
合
支
所
地

域
づ
く
り
推
進
課

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
ま
た
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
意
見
書
書

式
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で

提
出
。

直
接
提
出　
消
防
本
部
消
防
総

務
課
、総
務
課（
本
庁
舎
３
階
）、

各
総
合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進

課
窓
口
（
平
日
８
時
30
分
～
17

時
15
分
）

郵
送　
〒
３
２
８
‐
０
０
１
２　

栃
木
市
平
柳
町
１
‐
34
‐
５　

栃
木
市
消
防
本
部
消
防
総
務
課

あ
て 

FAX 

（22）
６
７
６
６

✉syoubou02@city.tochigi.lg.jp
そ
の
他　
提
出
い
た
だ
い
た
ご

意
見
は
、
後
日
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
表
し
ま
す
（
住
所
・
氏
名

等
は
非
公
表
）。
意
見
に
対
す

る
個
別
回
答
は
し
ま
せ
ん
。

問 

市
消
防
本
部
消
防
総
務
課

　
☎

（23）
３
５
２
７

「
栃
木
市
学
校
給
食
調
理
場
整

備
計
画（
素
案
）」に
関
す
る
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
意
見
募
集
）

　
市
で
は
、
学
校
給
食
調
理
場

の
現
状
お
よ
び
課
題
を
把
握

し
、
調
理
場
の
再
編
や
整
備
改

修
の
必
要
性
を
検
証
し
て
今
後

の
計
画
的
な
調
理
場
整
備
を
進

め
る
た
め
、「
栃
木
市
学
校
給

食
調
理
場
整
備
基
本
計
画
」
の

素
案
を
と
り
ま
と
め
ま
し
た
。

こ
の
案
に
対
す
る
皆
さ
ん
の
ご

意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在

学
の
方
／
市
内
に
事
業
所
等
を

有
す
る
個
人
、
法
人
等
／
市
税

の
納
税
義
務
者
／
本
市
施
策
に

利
害
関
係
を
有
す
る
方

募
集
期
間　

１
月
19
日
（
金
）

ま
で
（
必
着
）

閲
覧
場
所　
保
健
給
食
課
（
市

役
所
本
庁
舎
４
階
）、
市
政
情

報
セ
ン
タ
ー
（
同
４
階
）、各
総

合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
、

各
公
民
館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
ま
た
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
意
見
書
書

式
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で

提
出（
必
要
事
項
が
記
載
さ
れ

て
い
れ
ば
、様
式
は
問
い
ま
せ

ん
）

直
接
提
出　
保
健
給
食
課

郵
送　
〒
３
２
８
‐
８
６
８
６

（
住
所
不
要
）
栃
木
市
保
健
給

食
課
あ
て

FAX 

（21）
２
６
９
０

✉ses-toc04@city.tochigi.lg.jp

そ
の
他　
提
出
い
た
だ
い
た
ご

意
見
は
、
後
日
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
表
し
ま
す
（
住
所
・
氏
名

等
は
非
公
表
）。
意
見
に
対
す

る
個
別
回
答
は
し
ま
せ
ん
。

問 
保
健
給
食
課
☎

（21）
２
４
８
１

栃
木
市
住
生
活
基
本
計
画
お
よ
び
栃
木

市
公
営
住
宅
等
長
寿
命
化
計
画
に
関
す

る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
意
見
募
集
）

　
市
で
は
、
総
合
的
か
つ
計
画

的
な
住
宅
施
策
を
推
進
す
る
た

め
の
「
栃
木
市
住
生
活
基
本
計

画
」、
市
営
住
宅
等
の
活
用
方

針
お
よ
び
長
寿
命
化
を
図
る
た

め
の
「
栃
木
市
公
営
住
宅
等
長

寿
命
化
計
画
」の
改
訂
の
た
め
、

市
民
や
経
営
者
へ
ア
ン
ケ
ー
ト

を
行
い
、
改
定
案
を
と
り
ま
と

め
ま
し
た
。
こ
の
案
に
対
す
る

皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在

学
の
方
／
市
内
に
事
業
所
等
を

有
す
る
個
人
、
法
人
等
／
市
税

の
納
税
義
務
者
／
本
施
策
に
利

害
関
係
を
有
す
る
方

募
集
期
間

１
月
10
日
（
水
）
～
２
月
９
日

（
金
）
必
着

閲
覧
場
所

住
宅
課
（
市
役
所
本
庁
舎
３

階
）、
市
政
情
報
セ
ン
タ
ー（
同

４
階
）、各
総
合
支
所
地
域
づ
く

り
推
進
課
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

提
出
方
法

　
閲
覧
場
所
ま
た
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
意
見
書
書
式
に
必
要

事
項
を
記
入
の
う
え
、
次
の
い

ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
。

直
接
提
出　
住
宅
課
、
各
総
合

支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
（
平

日
８
時
30
分
～
17
時
15
分
）

郵
送　
〒
３
２
８
‐
８
６
８
６

（
住
所
不
要
）　
栃
木
市
住
宅
課　

あ
て

FAX 

（21）
２
６
７
６

✉jyutaku02@city.tochigi.lg.jp

そ
の
他　
提
出
い
た
だ
い
た
ご

意
見
は
、
後
日
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
表
し
ま
す
（
住
所
・
氏
名

等
は
非
公
表
）。
意
見
に
対
す

る
個
別
回
答
は
し
ま
せ
ん
。

問 

住
宅
課
☎

（21）
２
４
５
１

気
に
な
る“
も
の
忘
れ
” 

早
め
の
相
談
で
認
知
症
を 

予
防
し
ま
し
ょ
う

　
『
最
近
の
こ
と
を
思
い
出
せ

な
い
』『
こ
れ
っ
て
年
の
せ
い
』

な
ど
気
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。市
で
は
、認
知
症
の
人

や
そ
の
家
族
の
方
が
住
み
慣
れ

た
地
域
で
安
心
し
て
生
活
す
る

こ
と
が
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を

推
進
す
る
た
め
、認
知
症
に
関

す
る
専
門
員
に
よ
る「
も
の
忘

れ
相
談
」を
行
い
ま
す
。ま
た
、

も
の
忘
れ
チ
ェ
ッ
ク
や
認
知
症

予
防
に
役
立
つ
情
報
提
供
な
ど

も
随
時
行
い
ま
す
。
ど
な
た
で

も
気
軽
に
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時　
１
月
17
日
、２
月
14
日
、

３
月
14
日 

※
全
て
水
曜
日
10

時
～
12
時

場
所　
ヤ
オ
ハ
ン
城
内
店
ふ
れ

愛
ひ
ろ
ば （
城
内
町
）

費
用　
無
料

申
込　
不
要

問 

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課

　
☎

（21）
２
２
４
７

「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
座
談
会

　
市
で
は
、
今
後
の
農
業
の
担

い
手
や
、
農
地
の
将
来
に
わ
た

る
保
全
管
理
な
ど
、
地
域
が
抱

え
る
人
と
農
地
の
諸
問
題
を
解

決
す
る
た
め
の
設
計
図
「
人
・

農
地
プ
ラ
ン
」
の
取
り
ま
と
め

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
各
地
区
に
お
い
て
今
後
の
中

心
と
な
る
農
業
の
経
営
体
や
地

域
の
農
地
利
用
の
あ
り
方
等
を

話
し
合
う
座
談
会
を
開
催
し
ま

す
。

日
時
・
場
所　

栃
木
地
域

・国
府
地
区 　
１
月
30
日（
火
） 

18
時
30
分
～　

国
府
公
民
館

（
惣
社
町
）

・大
宮
地
区　

 

２
月
６
日（
火
） 

18
時
30
分
～　

大
宮
公
民
館

（
大
宮
町
）

・
皆
川
、
吹
上
、
寺
尾
地
区　

２
月
８
日
（
木
）
18
時
30
分
～　

吹
上
公
民
館
（
吹
上
町
）

大
平
地
域　

１
月
30
日
（
火
） 

18
時
～　
大
平
公
民
館
（
大
平

町
蔵
井
）

藤
岡
地
域　

２
月
21
日
（
水
）

18
時
30
分
～　

藤
岡
公
民
館

（
藤
岡
町
藤
岡
）

都
賀
地
域　

２
月
23
日
（
金
） 

18
時
30
分
～　

都
賀
公
民
館

（
都
賀
町
原
宿
）

岩
舟
地
域　

２
月
28
日
（
水
） 

18
時
30
分
～　

岩
舟
公
民
館 

（
岩
舟
町
静
）

※
西
方
地
域
の
座
談
会
は
既
に

終
了
し
て
い
ま
す
。

対
象　
市
内
で
農
業
に
従
事
し

て
い
る
方
、
農
地
に
係
る
権
利

を
有
し
て
い
る
方

問 

農
業
振
興
課
☎

（21）
２
３
７
９

各
総
合
支
所
産
業
振
興
課

　
大
平
☎

（43） 

９
２
１
２　

　
藤
岡
☎

（62） 

０
９
０
６

　
都
賀
☎

（29） 

１
１
０
４

　
西
方
☎

（92） 

０
３
１
３

　
岩
舟
☎

（55） 

７
７
６
４

岩舟総合支所

西方総合支所

都賀総合支所

藤岡総合支所

大平総合支所

本庁

〒329-4392
　岩舟町静5133-1
☎55-7751
FAX55-4910

〒322-0692
　西方町本城1
☎92-0300
FAX92-2611

〒328-0192
　都賀町家中5982-1
☎29-1100
FAX28-0169

〒323-1192
　藤岡町藤岡1022-5
☎62-0900
FAX62-4625

〒329-4492
　大平町富田558
☎43-9205
FAX43-8818

〒328-8686
　万町9-25
☎21-2316
FAX21-2673

休日にお困りの時は
本庁日直☎（22）3535

 

お
知
ら
せ 

平成 30 年度市民活動推進事業〝とちぎ夢ファーレ″募集と説明会のお知らせ
　市では、「共に考え共に築きあげるまちづくり」を進めるため、市民の皆さんからの寄付と公金で運営する

〝市民協働まちづくりファンド″を活用して、主体的・公益的な市民活動を応援しています。日ごろの思いや
アイデアを活かし、栃木市の夢と未来を創造してみませんか？ 

対象　主に市内で活動を行う３人以上の非営利活動団体
　1 　（市民活動団体、ボランティアグループ、ＮＰＯ法人、自治会、ＰＴＡ、育成会など）
対象となる事業　自らの企画提案によるもので、原則として新たに実施する公益的な事業
　   　（政治活動、宗教活動や営利事業は対象外）
補助の種類・内容　表のとおり
応募方法　所定の応募書類（地域づくり推進課（市役所本庁舎３階）、各総合支所地域づくり推進課、とちぎ
市民活動推進センターくらら、市ホームページに設置）に必要事項を記入のうえ、１月４日（木）～ 31日（水）
必着で問合先に直接提出。※応募案内・記入のポイント等をご覧ください。１月 26日（金）まで、問合先に
て申請内容の相談も行います。
審査　一次審査（書類審査）　二次審査（公開プレゼンテーションを３月 11日（日）予定）
説明会　補助事業の概要や、提出書類の書き方等を説明します。
　　　　初めて応募する団体は、いずれかの説明会にご参加ください。※各日 19時～
　　　　　１月 10日（水）　とちぎ市民活動推進センター（境町）
　　　　　１月 11日（木）　大平健康福祉センターゆうゆうプラザ（大平町西野田）
　　　　　１月 12日（金）　都賀総合支所別館（都賀町家中）

とちぎ夢ファーレ　補助の種類と内容
スタートアップ補助（Ａコース）
新規事業若しくは新規事業を起こすための準備または新規の地域
コミュニティ活動

補助割合　　補助対象経費の 10/10 以内
補助限度額　５万円まで
補助回数　　１回

ステップアップ補助（Ｂコース）
既存団体の新規事業または既存事業の充実若しくは拡大事業

補助割合　　補助対象経費の 3/4 以内
補助限度額　１０万円まで
補助回数　　Ａ～Ｃ通算で 5回を限度

ジャンプアップ補助（Ｃコース）
市内の広域的な地域の活性化につながる複数回実施する事業また
は複合的に行う事業

補助割合　　補助対象経費の 2/3 以内
補助限度額　３０万円まで
補助回数　　Ａ～Ｃ通算で 5回を限度

まちづくりパワーアップ補助（Ｄコース）
市全体の活性化につながる事業または合併前の市町間を超え、相
互に交流及び連携を図る事業

補助割合　　補助対象経費の 2/3 以内
補助限度額　５０万円まで
補助回数　　3回を限度

 ※Ｂ・Ｃコースは、３年目以降、補助割合を２分の１以内とします。
問 地域づくり推進課　☎（21）２３３2

　


